
 第４６号議案 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定するも

のとする。 

 

   平成２７年３月２日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正） 

第１条 職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和３０年亀岡

市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３５

条」の次に「（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第

７条の２第１１項において準用する場合を含む。）及び地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第１１条第５項」を加える。 

 （亀岡市職員倫理条例の一部改正） 

第２条 亀岡市職員倫理条例（平成１４年亀岡市条例第３４号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「教育長及び」を削る。 
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（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

第３条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和３１年亀岡市条例第２５号）の一部を次のように改正

する。 

 別表１の項を削り、同表２の項中「同委員（教育長を兼任した

委員を除く。）」を「教育委員会委員」に改め、同項を１の項と

し、同表中３の項から１７の項までを１項ずつ繰り上げる。 

（亀岡市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

第４条 亀岡市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年亀岡市条例第

４５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「及び副市長」を「、副市長、病院事業管理者及び教

育長」に改める。 

（特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正） 

第５条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３９

年亀岡市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 第１条に次の１号を加える。 

⑷ 教育長 

 別表に次のように加える。 

４ 教育長 ６９４，０００円 

 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第６条 職員の退職手当に関する条例（昭和３０年亀岡市条例第 

２８号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「特別職等」を「特別職」に改める。 

 「第４章 特別職等の職員の退職手当の特例」を「第４章 特

別職の職員の退職手当の特例」に改める。 

 第１１条（見出しを含む。）、第１２条及び第１４条中「特別

職等」を「特別職」に改める。 

（亀岡市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第７条 亀岡市職員等の旅費に関する条例（昭和３７年亀岡市条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 
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 第２条第１項第１号中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止） 

２ 亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例（昭和３０年亀岡

市条例第２６号）は、廃止する。 

 （旧教育長に関する経過措置） 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項に規定する旧教

育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例によ

る改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例、亀岡市職員

倫理条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例、亀岡市特別職報酬等審議会条例、特別職の職員で常勤

のものの給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例及び亀

岡市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例案要綱 

 

 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴い、関係条例について所要の規定整備を図ること。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。 

 

３ この条例は、平成２７年４月１日から施行すること。 
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